
秋田県雇用維持支援金支給要綱

（通則）

第１条 秋田県雇用維持支援金（以下「支援金」という。）の支給については、秋田県財務

規則（昭和３９年秋田県規則第４号。以下「財務規則」という。）に規定するもののほ

か、この要綱の定めるところによる。

（目的）

第２条 この支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀な

くされ、国の雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を含む。以下「助成金」という。）を

活用し、雇用環境の維持に努めている中小企業事業主を支援することを目的とする。

（支給の範囲）

第３条 本支援金は、予算の範囲内において、支給する。

（用語の定義）

第４条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

（１）雇用調整助成金 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６２条第１項第１号の

規定並びに雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１０２条の２及び第

１０２条の３の規定に基づく雇用調整助成金をいう。

（２）緊急雇用安定助成金 国の緊急雇用安定助成金要領に規定する緊急雇用安定助成金を

いう。

（３）事業主 事業の経営の主体である個人又は法人若しくは法人格がない社団若しくは財

団をいう。

（４）中小企業事業主 厚生労働省の雇用関係助成金支給要領に定める中小企業事業主とし

て、資本金の額若しくは出資の総額（以下「資本金等の額」という。）又はその常時

雇用する労働者の数が次の表に掲げる主たる事業ごとに定める範囲内に常態としてある

事業主をいう。

（５）判定基礎期間 厚生労働省の雇用調整助成金支給要領及び緊急雇用安定助成金支給要

領に定める判定基礎期間として、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金を支給するに

当たって、休業又は教育訓練（以下「休業等」という。）の実績を判定する際の暦月（

主たる事業 資本金の額又は出資の総額 常時雇用する労働者の数

小売業（飲食店を含む） ５千万円以下 ５０人以下

サービス業 ５千万円以下 １００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

その他の業種 ３億円以下 ３００人以下

（案）



賃金締切日として毎月一定の期日が定められている場合は、賃金締切期間）の原則１箇

月単位の期間をいう。

（支給対象要件）

第５条 支援金の支給対象とする事業主は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

（１）中小企業事業主であること。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、令和３年

１月１日から４月３０日までの期間に休業等又は出向を実施した事業所（以下「対象事

業所」という。）について、秋田労働局長から助成金の支給決定を受けていること。た

だし、令和２年１２月の休業等又は同月を終期とする支給対象期の出向に係る助成金に

ついて、支給決定通知の未達等により令和２年度の当該支援金の申請に間に合わなかっ

たものについては、支給の対象とする。

（３）対象事業所が秋田県内に所在し、申請日以降も事業を継続し、雇用を維持する意思が

あること。

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条に基づく破産手続き開始の

申立てがなされていないこと。

（５）申請事業主の代表者、役員、又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、秋田県

暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員に該当

せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団及び暴力団員が申請

事業主の経営に事実上参画していないこと。

（支援金の額）

第６条 支援金の額は、第５条（２）に定める期間に係る対象事業所の助成金の支給決定に

おける判定基礎期間の回数に基づき、１回は１０万円、２回は２０万円、３回以上は３０

万円とし、１対象事業所あたりの上限額は３０万円とする。ただし、令和２年度にこの支

援金の支給を受けている場合の上限額は３０万円から支給済額を差し引いた金額とする。

２ 出向の実施に係る助成金の支給決定の場合においては、支給決定を受けた支給対象期の

月数を前項の判定基礎期間の回数とみなす。なお、１箇月未満の端数が生じたときは、こ

れを１回と数えるものとする。

３ 休業等の実施に係る助成金の支給決定の場合において、１判定基礎期間が１箇月を超え

２箇月に満たない場合にあっては、第１項の判定基礎期間の回数は２回と数えるものとす

る。

（支給申請等）

第７条 支援金の支給を受けようとする事業主（以下「申請者」という。）は、秋田県雇用

維持支援金支給申請書兼実績報告書（様式第１－１号（電子申請）、様式第１－２号（電

子申請以外））に、次の各号に掲げる書類を添えた申請書類一式を、令和３年７月３０日

までに秋田県知事（以下「知事」という。）に提出するものとする。

（１）対象事業所における第６条第１項の判定基礎期間に係る助成金の支給決定通知書の写

し

（２）（１）の助成金のうちの緊急雇用安定助成金分に係る秋田労働局に提出した支給申請



書の写し（該当する場合のみ）

（３）請求書（様式第２号）（電子申請以外の場合のみ）

（４）振込先口座が確認できる通帳の写し等

（５）本人確認書類の写し（申請者が個人の場合のみ）

（６）その他知事が必要と認める書類

２ 申請者は、前項（１）又は（２）の書類を紛失した等により提出できない場合において

は、当該書類に代えて秋田県が秋田労働局へ助成金の支給決定内容の照会を行うことにつ

いての同意書（様式第３号）を提出するものとし、知事はこれに基づき、産業労働部長名

で秋田労働局職業安定部長に対し、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金支給決定証明願

（様式第４号）により照会を行う。なお、同意書を提出する場合の申請は、電子申請以外

の方法に限るものとする。

（支給決定）

第８条 知事は、前条の申請書類の内容を審査し、支援金を支給することが適当と認めると

きは、支援金の支給を決定し、遅滞なく申請者に支援金を支給するものとする。

（不支給決定通知）

第９条 知事は、前条の規定による審査の結果、支援金を支給することが適当と認められな

い場合は、秋田県雇用維持支援金不支給決定通知書（様式第５号）により、申請者に通知

するものとする。

（支給決定の取消し及び返還命令）

第１０条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、秋田県雇用維持支援金支給決定

取消通知書（様式第６号）により、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。

（１）提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

（２）申請時に誓約した内容に違反したとき。

（３）助成金について、不正受給の判明や秋田労働局長からの支給決定内容の取消があった

とき。

２ 知事は、前項の規定により、支援金の支給決定を取り消した場合において、当該取消し

に係る部分に対する支援金が支給されているときは、秋田県雇用維持支援金返還命令書（

様式第７号）により、当該支給を受けた支給決定者に対し期限を定めて、返還を命ずるも

のとする。

（報告及び検査）

第１１条 知事は、前条第１項各号についての疑義が生じたときは、支援金を支給した者に

対し、報告の聴取又は立入検査を行うことができる。

（額の確定）

第１２条 財務規則第２５６条の規定による額の確定は、第８条の支給決定により代えるものと



する。

（手続きの一部省略）

第１３条 この支援金は、財務規則第２６３条の規定による手続きの一部を省略できるものと

し、手続きを省略できる書類は財務規則第２５０条の交付決定通知とする。

（その他）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この要綱は、令和２年１０月２６日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年２月５日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。



様式第１－１号（第７条関係／電子申請）

（表面）

令和 年 月 日

秋田県知事 宛て

申請者 〒 ―

所在地（住 所）

法人名

代表者 職・氏名

（電話番号 ）

秋田県雇用維持支援金支給申請書 兼 実績報告書

秋田県雇用維持支援金支給要綱第７条第１項の規定により、次のとおり申請等します。

１ 申請額

円 （１００，０００円 × 回 ※裏面５に記載した回数分）

２ 対象事業所

３ 申請者の基本情報（申請日時点の状況）

４ 振込先

※法人の場合は当該法人名義、個人事業主の場合は申請者本人（個人）名義の口座を記載してください。

（裏面へ続く）

休業等を実施した事業所の名称

雇用保険適用事業所番号
(ない場合は労働保険番号)

資本金又は出資の総額
※該当者のみ記入

円
常時雇用する労働者数

(企業全体の人数) 人

主たる事業 小売業（飲食店を含む） サービス業 卸売業 製造業 その他の業種

事業内容

法人番号 ※該当者のみ記入

金融機関名

本・支店名

口座種別 口座番号

口座名義

※カタカナで記載



様式第１－１号（第７条関係／電子申請）

（裏面）

５ 上記２の対象事業所における休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金

の判定基礎期間等（秋田労働局長から支給決定を受けたものに限る。）

※休業、教育訓練の実施に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、令和３年１月１

日から４月３０日までの期間分（要綱第５条（２）ただし書きにより認められた令和２年１２月

分を含む）を、支給決定通知書ごとに記載してください。

※最大３回分（３か月分の判定基礎期間）まで記載できます。

６ 誓約事項

秋田県雇用維持支援金の申請にあたり、次のとおり誓約します。

・ 支給対象要件を全て満たしているとともに、申請内容に虚偽や不正等はありません。

・ 上記５は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、対象事

業所において実施した休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金に

ついての秋田労働局長からの支給決定内容に間違いありません。

・ 対象事業所は秋田県内に所在し、申請日以降も事業を継続し、雇用を維持する意思があります。

・ 破産法に基づく破産手続開始の申立ては、なされておりません。

・ 申請事業主の代表者、役員、又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、秋田県暴力団排

除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来

にわたっても該当しません。また、上記の暴力団及び暴力団員が申請事業主の経営に事実上参

画していません。

・ 秋田県から検査、報告、是正についての求めがあった場合は、これに応じます。

・ 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、不正受給の判明や秋田労働局長からの支給決定

内容の取消があった場合には、支援金の支給取消及び返還に異議なく応じます。

□ 上記誓約事項の内容に同意します。

＜添付書類確認＞

① 上記５に記載した雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定通知書の写し

② ①のうち緊急雇用安定助成金分に係る秋田労働局に提出した支給申請書（判定基礎期間の

内容がわかる部分）の写し ※該当する場合のみ

③ 振込先口座、口座名義人（カタカナ）部分が確認できる通帳の写し等

④ 本人確認書類の写し（運転免許証、個人番号カード(オモテ面)等）※個人事業主の場合のみ

申 請 担 当 者 名

電 話 番 号
(日中に連絡可能な番号)

①
判定基礎期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

助成金支給番号

②
判定基礎期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

助成金支給番号

③
判定基礎期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

助成金支給番号



様式第１－２号（第７条関係／電子申請以外）※本様式は必ず両面印刷で提出してください。

（表面）

令和 年 月 日

秋田県知事 宛て

申請者 〒 ―

所在地（住 所）

法人名

代表者 職・氏名 印

（電話番号 ）

秋田県雇用維持支援金支給申請書 兼 実績報告書

秋田県雇用維持支援金支給要綱第７条第１項の規定により、次のとおり申請等します。

１ 申請額

円 （１００，０００円 × 回 ※裏面４に記載した回数分）

２ 対象事業所

３ 申請者の基本情報（申請日時点の状況）

（裏面へ続く）

（裏面）

休業等を実施した事業所の名称

雇用保険適用事業所番号(ない場合は労働保険番号)

資本金又は出資の総額

※該当者のみ記入
円

常時雇用する労働者数

(企業全体の人数)
人

主たる事業 小売業（飲食店を含む） サービス業 卸売業 製造業 その他の業種

事業内容

法人番号 ※該当者のみ記入



様式第１－２号（第７条関係／電子申請以外）※本様式は必ず両面印刷で提出してください。

４ 上記２の対象事業所における休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金

の判定基礎期間等（秋田労働局長から支給決定を受けたものに限る。）

※休業、教育訓練の実施に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、令和３年１月１

日から４月３０日までの期間分（要綱第５条（２）ただし書きにより認められた令和２年１２月

分を含む）を、支給決定通知書ごとに記載してください。

※最大３回分（３か月分の判定基礎期間）まで記載できます。

５ 誓約事項

秋田県雇用維持支援金の申請にあたり、次のとおり誓約します。

・ 支給対象要件を全て満たしているとともに、申請内容に虚偽や不正等はありません。

・ 上記５は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、対象事

業所において実施した休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金に

ついての秋田労働局長からの支給決定内容に間違いありません。

・ 対象事業所は秋田県内に所在し、申請日以降も事業を継続し、雇用を維持する意思があります。

・ 破産法に基づく破産手続開始の申立ては、なされておりません。

・ 申請事業主の代表者、役員、又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、秋田県暴力団排

除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来

にわたっても該当しません。また、上記の暴力団及び暴力団員が申請事業主の経営に事実上参

画していません。

・ 秋田県から検査、報告、是正についての求めがあった場合は、これに応じます。

・ 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、不正受給の判明や秋田労働局長からの支給決定

内容の取消があった場合には、支援金の支給取消及び返還に異議なく応じます。

□ 上記誓約事項の内容に同意します。

＜添付書類確認＞ 添付した書類に☑をつけてください。

□ ① 上記４に記載した雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定通知書の写し

□ ② ①のうち緊急雇用安定助成金分に係る秋田労働局に提出した支給申請書（判定基礎期間の

内容がわかる部分）の写し ※該当する場合のみ

□ ③ 請求書（様式第２号）

□ ④ 振込先口座、口座名義人（カタカナ）部分が確認できる通帳の写し等

□ ⑤ 本人確認書類の写し（運転免許証、個人番号カード(オモテ面)等）※個人事業主の場合のみ

□ ⑥ 同意書（様式第３号）※①又は②の支給決定通知書等を紛失等により提出できない場合のみ

申 請 担 当 者 名

電話番号 (日中に連絡可能な番号)

①
判定基礎期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

助成金支給番号

②
判定基礎期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

助成金支給番号

③
判定基礎期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

助成金支給番号



様式第２号（第７条関係）

※法人の場合は当該法人名義、個人事業主の場合は申請者本人(個人）名義の口座を記載してください。

請 求 書

令和 年 月 日

秋田県知事 宛て

（課名 雇用労働政策課）

債権者 所在地（住所）

法人名

代表者 職・氏名 印

「秋田県雇用維持支援金」を次のとおり請求します。ついては、次の口座に

振り込んでください。

請 求 金 額 円

金融機関名
銀行・金庫

組合・農協
本・支店名

本店

支店

口座種別

※○で囲む
普通・当座・貯蓄

口座番号

※右詰め

口座名義

※カタカナで記載



様式第３号（第７条関係）

同意書

令和 年 月 日

秋田県知事 宛て

所在地（住 所）

法人名

代表者 職・氏名 印

秋田県雇用維持支援金の支給を受けるに当たって、次の事業所が、秋田労働局長から支給

決定を受けた雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の令和３年１月１日から４月３０日ま

での期間（当該支給決定の通知の未達等により令和２年度の当該支援金の申請に間に合わなかっ

た令和２年１２月の休業等又は同月を終期とする支給対象期の出向の期間を含む）に係る判定基

礎期間及び支給対象期について、秋田県が秋田労働局から情報提供を受けることに同意しま

す。

休業等を実施した

事業所の名称

雇用保険適用事業所番号

（ない場合は労働保険番号）



様式第４号（第７条関係）

　　　　雇労－

　　　秋田労働局職業安定部長　様

　次の事業所における、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金（以下「雇用調整助成金等」
という。）の支給決定内容について、相違ないか証明願います。

１　事業所名
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　雇用保険適用事業所番号（ない場合は労働保険番号）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　雇用調整助成金等の対象の判定基礎期間

※判定基礎期間の範囲は緊急対応期間に係るもの。
※出向の場合は支給対象期となる。

（証明欄）
　上記の照会結果は、次のとおりです。
　　・相違ありません。
　　・正しくは次のとおりです。

令和　　年　　　月　　　日

秋田労働局職業安定部長　　　印
　　　　

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金支給決定証明願

　　　　令和    年　　月　　日

秋田県産業労働部長

令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日



様式第５号（第９条関係）

指令雇労 －

令和 年 月 日

所在地（住所）

法人名

代表者職・氏名 様

秋田県知事

秋田県雇用維持支援金不支給決定通知書

年 月 日付けで申請のあった秋田県雇用維持支援金の支給については、次の理由で

不支給となりましたので通知します。

（不支給の理由）



様式第６号（第１０条関係）

指令雇労 －

令和 年 月 日

所在地（住所）

法人名

代表者職・氏名 様

秋田県知事

秋田県雇用維持支援金支給決定取消通知書

秋田県雇用維持支援金の支給決定については、次の理由により取消しましたので秋田県雇用

維持支援金支給要綱第１０条第１項の規定に基づき、通知します。

（取消の理由）



様式第７号（第１０条関係）

指令雇労 －

令和 年 月 日

所在地（住所）

法人名

代表者職・氏名 様

秋田県知事 佐竹 敬久

秋田県雇用維持支援金返還命令書

秋田県雇用維持支援金支給要綱第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり雇用維持支援金

の返還を命じます。

返 還 す べ き 金 額 円

返 還 期 限 年 月 日まで

返 還 を 請 求 す る 理 由

指令年月日 年 月 日 指令番号 指令雇労 －

交 付 年 度 年度 補助金等の名称 秋田県雇用維持支援金

補助金等の支給決定額 円


